
（2）月額負担上限額の管理方法  

○ 現行の支援費制度と同様、月額負担管理表（事業者が利用者負担額と累積額   

を管理表に記入して利用者負担額を確認する方式）により管理。  
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（3）生活保護・境界層対象者に対する負担軽減措置について  

＜考え方＞  

利用者負担の見直しにより、障害福祉サービスを利用する者が生活保護   

の受給の対象者となる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで利用   

料を減額することとする。  

また、受給対象者施設に入所する障害者が、食卓等実責負担が重いこと   

により、生活保護受給対象者となる場合については、定率負担にあわせ、   

食費等実責負担についても、一定額まで軽減することとする。   

＜軽減の方法＞  

① 定率負担の軽減措置（居宅・施設共通）  

障害福祉サービスの定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象で   

なくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の   

区分を下げる。  

負担上限額 40，200円 → 24，600円 →15，000円 → 0円  
② 施設入所者の食費負担軽減措置   

く20歳以上）  

定率負担の利用者負担を0円まで減免しても生活保護対象者となる場  

合は、生活保護の適用対象にならなくなる範囲まで食費等を軽減する。  

軽減する範囲については、食費実糞基準額（5．8万円）から食卓最  

低負担額である2．2万円控除した額（3．6万円）を上限とし、生活  
保護の受給対象とならなくなるまで補足給付を支給。  

なお、生活保護の対象者については、収入額にかかわらず、3．6万  

円（5．8万円－2．2万円）を支給する。  
※ 2．2万円については、もっとも所得の低い世帯においても必ず負担  

する食費・光熱責等であるため、2．2万円までは負担を求めること  

とする。  

生保世帯  低所得世帯   一般世帯   

①  定率負担  0   24，600一→15，000→0  40，200→24，600→15，000→0   

実費負担  22，000   58，000～22，000（生保適用対象でなくなるまで減免）  

②  
補足給付  36，000   36，000～10   
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（20歳未満）   

一般世帯において、定率負担の利用者負担を0円まで減免しても生活  

保護対象者となる場合は、低所得者世帯とみなして、補足給付を支給。   

すでに低所得者世帯の補足給付を支給されている場合は、どこで暮ら  

していてもかかる費用の負担を求める考え方から、それ以上の補足給付  

の特例措置は講じないこととする。   

生活保護の対象者については、低所得者世帯と同様の実責負担を求め   

ることとする。  

※ 補足給付の計算方法  

・低所得者世帯、生活保護世帯  

補足給付額＝2．5（その他生活費☆）＋1．5（定率負担相当分として固定）   

＋5．8（食費等実費基準額）－5．0（所得階層ごとの標準支出額）＝1．0万   

円  

・一般世帯  

補足給付額＝2．5（その他生活費☆）＋定率負担相当分（一人当たり報   

酬単価／日×30．4日×0．1）＋5．8（食責等実費基準額）一7．9（所得階層   

ごとの標準支出額）  

☆18歳未満の場合は0．9万円加算して、3．4万円とする。   

定率負担を1．9万円とした場合  

生保世帯  低所得世帯☆   一般世帯   

巾  定率負担  0   24，600→15，000→0  40，200→24，600一→15，000→0   

②  実費負担   10，000   10，000   35，000→10，000  

（1，000）   （1，000）   （26，000→1，000）  

補足給付   48，000   48，000   23，000→48，000  

（57，000）  （57，000）   （32，000→57，000）   

（）内は18歳未満の場合   

☆低所得者世帯については、補足給付の特例措置は行われない。   

＜手続き＞   

福祉事務所において、生活保護の申請をした者について、   

① 定率負担のみ軽減すれば生活保護の対象者とならない場合  

保護の却下を行うとともに、却下通知書に定率負担を24，600円または   

15，000円または0円とすることを記載する。  

利用者は保護の却下通知書を添えて、市町村に定率負担の減免の申請   

を行う。  

市町村においては、申請を受けた場合は、定率負担の減免措置を講ず   

る。なお、申請された日の属する月の初日にさかのぼって、当該上限額  
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を適用し、次の定期月額負担上限額の見直し（年に1回の支給決定の見   

直し）が行われるまで適用する。   

② ①に加え、食卓負担を減免すれば生活保護の対象者とならない場合  

保護の却下を行うとともに、却下通知書に、下記事項を記載する。  
■「特例補足給付対象者」  

・生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の  

最低生活費の額  

利用者は保護の却下申請書を添えて、市町村に定率負担の減免及び補   

足給付の特例額の申請を行う。  

市町村においては、保護の却下申請通知書に記載された情報を元に、   

特例補足給付の額を決定する。  

なお、申請された日の属する月の初日にさかのぼって、当該補足給付   

の額を適用し、次の定期月額負担上限額の見直し（年に1回の支給決定   

の見直し）が行われるまで適用する。   

＜市町村及び福祉事務所での具体的な事務の流れ＞   

1 障害福祉サービスを利用する者が、福祉事務所に生活保護の申請を行   

った場合、福祉事務所に対し、市町村の障害部局l事   

① 該当者の定率負担の額（個別減免後の額）   

② 食費等実黄色担額（すでに支給されている補足給付の額を控除した  

額）   

③ 補足給付の額  

を情報提供する。  

2 福祉事務所においては、生活保護基準に上記①及び②の額を加算した  

額と、申請者の収入額を比較し、   

A（Dの額を減免しなくても生活保護の受給対象とならない場合  

生活保護を却下する。（障害部局での対応は不要）   

B ①の額を24，600→15，000→0に減免すれば生活保護の受給対象とな  

らない場合  

保護を却下し、却下通知書に「定率負担減免相当」及びどの段階で  

あるかを記載する。   

C ①の額を0円にしても、生活保護の受給対象となるが、③の額を最大  
3．6万円まで増額すれば食卓等実費負担額が軽減され、生活保護の  
受給対象とならない場合  

保護を却下し、却下通知書に以下のことを記載する。  

・「定率負担減免相当」及びその額が0円であること。  

・「補足給付特例対象」であること。   

D ①の額を0円にしても、③の額を3．6万円まで増額しても食費等  
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実費負担額が重く、生活保護基準を下回る場合  
生活保護の対象となる。   

3 利用者は却下通知書を添えて、市町村の障害部局に定率負担減免また   

は補足給付特例申請を行う。   

4 利用者から申請された市町村の障害部局は、   

Bの場合は、却下通知書に記載された頼まで定率負担を減免する。   

Cの場合は、定率負担を0円にしたうえで、却下申請書に記載された   
情報を元に、生活保護基準に1②の額を加えた額から認定収入額を控除   

した額を、現在支給している補足給付の額に加えて支給することとする。   

変更後の定率負担及び補足給付の額は申請のあった月の属する日の初   

日にさかのぼって適用する。   

5 市町村の障害部局はDの場合については、一補足給付を3．6万円支給   
する。この場合、保護が開始された月に属する月にさかのぼって効力を   

有するものとする。  
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（4）高額障害福祉サービス費について  

＜合算の対象とする費用＞  

同一世帯に属するものが同一月に受けたサービスによりかかる下記（Dの利用   

者負担額と②～⑤のいずれかの利用者負担額を合算する。  

（D 障害者自立支援法に基づく介護給付費、訓練等給付責、特例介護給付糞、特   

例訓練等給付費（以下「介護給付貴等」という。）に係る定率負担額   

② 身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援真の定率負担額（18年1月～9  

月まで）   

③ 知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援真の定率負担額（18年1月～9  

月まで）   

④ 児童福祉法に基づく障害児施設給付貴（高額障害児施設給付糞として償還さ  

れた費用を除く。）   

⑤ 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス真により償還された費用を除  

く。）ただし、当該者が、障害福祉サービスに基づく介護給付等を受けた看で  

ある場合に限る。  

※ ①～④につき、   

ア）通所施設利用者、ホームヘルプ利用者に係る社会福祉法人減免   

イ）災害等による利用者負担減免   

が講じられた場合は、講じた後の利用者負担額を合算する。  

※ 障害者自立支援法のサービスを利用せずに、身体障害者福祉法、知的障害者   

福祉法、児童福祉法のサービスのみを利用した場合については、それぞれ、各   

法の規定に基づき償還する。  

＜支給額＞   

一人当たりの負担上限額が、合算基準額を超えた世帯合算負担額（上記①～④   

を合算したもの）を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額障害福祉   

サービス責を支払う。   

① 低所得1・・15．000円   

② 低所得2‥24，600円   

③ 一般世帯・‥40，200円   

（階層については、月額負担上限額と同じ。生活保護減免により、月額負担上限   

額が下がった者については、当該額）  

・1人当たりの負担上限額＝（利用者負担全体合算額一合算基準額）×  

利用者負担額（1人当たり）／利用者負担全体合算籠  

■1人当たりの高額障害福祉サービス糞＝  

利用者負担額（1人当たり）－1人当たり負担上限額  
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※ 低所得1については、15，000円が個人としての負担上限額であるため、  

上記の計算額が15．000円を超える場合には、1  

高額障害福祉サービス糞を支払う。  

5，000円となるよう  

＜事例＞  

事例1 介護保険と障害サービスの合算（単身世帯）   

・Aさんが低所得2に該当する場合   

Aさんの利用者負担嶺  

介護保険 35，000円  障害福祉サービス 24，600円  

（D介護保険の負担額は、高額介護サービス費により15，400円（35，000－24，600   

＝10，400）は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24，600円   

②49．200（＝24，600×2）－24，600＝2孔600円（高額障害福祉サービス費の額）   

事例2 同一世帯における合算①  

・Aさん．Bさん，Cさんとも低所得2に該当する場合   

Aさん（利用者負担租） 介護保険35，000円 障害福祉サービス24，600円   

Bさん（利用者負担額） 介護保険15，000円   

Cさん（利用者負担額） 施設訓練等支援費 24，600円  

①介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる   

Aさん 24，600×35，000円／（35，000＋15，000）＝17，220円  

→実際にAさんが負担する介護保険の利用者負担額   

Bさん 24，600×15，000円／（35，000＋15，000）＝ 7，380円  

→実際にBさんが負担する介護保険の利用者負担額  

②Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス真の対象外。   

このため、  

Aさんの介護保険の利用者負担（17，220円）  

障害福祉サービスの利用者負担（24，600円）、  

Cさんの施設訓練等支援真の利用者負担（24．600円）   

を合算し、Aさん、Cさんの負担を合わせて24，600円となるよう割り振って高   

額費を支給。  

A 24，600×（17，220＋24，600）／（17．220＋24，600＋24，600）＝15，488  
→Aさんの合算後の利用者負担額   

41．820（＝17，220＋24，600）－15，488＝26，332→Aさんに支給される高額費  

C 24，600×24，600／（17．220＋24．600＋24，600）＝9，111  
→Cさんの合算後の利用者負担額   

24，600－9，111＝15．489 → Cさんに支給される高額費  
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事例3 同一世帯における合算（a  

・世帯では低所得2に属するが、Aさん，Cさん単独でみると低所得1の場合   

Aさん（利用者負担額） 介護保険35，000円 障害福祉サービス15．000円   

Bさん（利用者負担額） 介護保険20，000円   
Cさん（利用者負担額） 施設訓練等支援費15，000円  

①介護保険の利用による負担額lま、高額介護サービス費により下記の額となる   

A 24，600×35，000円／（35，000＋20，000）＝15，654円→15，000円   

B 24，600×20，000円／（35，000＋20，000）＝8，945円  

②Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス真の対象外。   

このため、  

Aさんの介護保険の利用者負担額（15，000円）  

障害福祉サービスの利用者負担額（15，000円）  

Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担額（15，000円）   

を合算し、AさんとCさんの負担を合わせて15．000円となるよう割り振って高額   

費を支給。  

A 24．600×（15，000＋15，000）／（15，000＋15．000＋15，000）  

＝16，399→15．000（負担額）   

30．000（＝15．000＋15，000）－15．000＝15，000（高額費）  

C 24，600×15．000／（15，000＋15．000＋15．000）＝8，199（負担額）   

15，000－8，199＝6，801（高額費）  
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（5）社会福祉法人減免について  

【基本的考え方】  

○ 社会福祉法人については、低所得者も福祉サービスを利用できるようにする   

ことを目的とする公共性の高い法人として制度上位置づけられているものであ   

り、このため、社会福祉法人が利用料を自ら負担することで、利用者負担を減  

免することができるものとするJ  

その際、激変緩和の観点から、一定の範囲の者に対する利用料減免措置につ   

いては、経過的に、特に公貴による助成を行うことによりその実施を促進する。  

【公責負担による減免対象】  

○ 減免対象   

下記サービスを利用する場合の－の事業者に係る一月の利用額のうち、月額負   

担上限額の半額を超える額を減免  

低所得1・・・7，500円を超える籠  

低所得2・‥12，300円（①については、7，500円で検討中）を超える額   

① 在宅で生活をする者のうち、適所施設、デイサービスを利用する場合の定  

率負担分   

② 20歳未満の施設入所者の定率負担分   

③ ホームヘルプ等の定率負担分  

実費負担については、すでに低所得者に対する配慮措置を講じていることから、減免  

の対象としない。  

【公責負担による減免対象となる低所得者】   

○ 低所得1，2の者のうち、申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維  

持者（以下「申請者等」という。）が一定の固定資産以外の固定資産等★を有  

さず、申請者等の収入及び預貯金等の薇が一定額…以下の者   

★ 一定の固定資産   

■現に申請者、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産（土地、建  

物）  

・資産価値が低いことにより現実的に処分が困難であると市町村が判断した不動産  

（例）負債の額が不動産の評価額を上回る場合  

★★額については、生活保護の最低生活費、グループホーム入所者等の個別減免の基準等を参   

考に設定。世帯の人数に応じて額を変更ことを検討。  

22   



（対象者の認定方法）  

○ 減免対象者であることを利用者が必要書類を添付して申請する。ただし、実   

際の申請を行う場合には、事業者がとりまとめて、市町村に申請書を提出する   

ことも認める。  

市町村において対象者である認定を行った場合は、社会福祉法人減免の公責   

助成対象者である旨の確認証を発行する。  

○ 在宅で暮らす者について、収入や資産額を認定するものであるため、多様な   

生活実態があることを踏まえ、市町村の事務の簡素化の観点等から、申請者の   

属する世帯の主たる生計維持者★の収入板及び障害者の受ける年金額、資産を   

確認することで、当該世帯における収入額、資産額を確認したものとみなす。  

★主たる生計維持者は世帯でもっとも収入額の多い者とするが、住民票の世帯主等を収入の  

多い者としてみなすことができることとする。  

○ 認定方法  

・申請者及び主たる生計維持者の収入額並びに障害年金の額の合計額が基準療   

以下であること。  

申請者及び主たる生計維持者の収入額を確認できるもの（給与の証明書、事業収入がわか  

る資料）及び年金証書、年金振り込み通知書の写しを申請暮に添付。  

・預貯金額が一定額以下であること、一定の固定資産を有していないこと  

申請者及び主たる生計維持者の主たる収入を管理する通帳の写し、居住用以外の固定資  

産を有していないこと証明できるもの（固定資産税の写し、住民票の写し等）  

【社会福祉法人に対する公費助成】   

減免対象額のうち一定割合を公幸助成対象とする。（具体的な割合については、   

今後検討）  

（負担割合は、国1／2、市町村・都道府県1／4ずつ）  

【社会福祉法人減免の対象となる法人について】   

○ 社会福祉法人を原則とする。   

○ なお、市町村が、当該市町村が属する地域（都道府県障害福祉計画におけ  

る都道府県が定める区域）において障害福祉サービスを提供する社会福祉法  

人がないと認めた場合は、例外的に社会福祉法人以外の法人も対象とする。   

○ 社会福祉法人減免を行う法人は都道府県知事に届け出るものとする。  

【高額障害福祉サービス費及び月額負担上限額の関係について】  

○ 高額障害福祉サービス真については、社会福祉法人減免を適用後の利用者  
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負担額をもとに算定すること。  

○ 月額負担上限額の算定についても、各事業者ごとに講じられた社会福祉法   

人減免を適用した後の利用者負担額をもとに行うこと。  
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